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福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部改正について

福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。

令 和 8  年 3  月 3  日 提 出

福 井 県 知 事      石　　　田　　　嵩　　　人

第149号議案

福井県条例第　　　号

福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例

（福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正）

第１条　福井県知事等の退職手当に関する条例（昭和４７年福井県条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第４２号議案 

   福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 

 福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和８年  月  日提出 

      福井県知事 石田 嵩人 

福井県条例第   号 

福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

 （福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 福井県知事等の退職手当に関する条例（昭和４７年福井県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（退職手当の額） 

第３条 （略） 

 （知事等の退職手当の支給制限） 

第４条 知事は、退職した知事等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 ⑴ 知事が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４３条第１項の規定に

より失職したとき。 

 ⑵ 副知事が地方自治法第１６４条第２項の規定により失職したとき。 

⑶ 副知事がその在職期間中の行為に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第３条第２項に規定する一般職に属する職員であるとした場合に同法第

２９条第１項の規定により免職の処分を受けることとなる行為に相当する行

為（以下「懲戒免職相当行為」という。）があったことを理由として地方自

治法第１６３条ただし書の規定により解職されたとき。 

 ⑷ 常勤の監査委員が地方自治法第１８０条の５第７項、第１９８条の２第２

項または第２０１条の規定により失職したとき。 

２ 知事は、退職した知事等が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め議会の議決を経た場合に限り、当該退職手当の全部または一部を支給しない

こととする処分を行うことができる。ただし、前項の規定による処分が既に行

われた場合は、この限りでない。 

⑴ その在職期間中の行為に懲戒免職相当行為があったと知事が認定するとき

。 

⑵ 知事が地方自治法第８３条の規定により失職したとき。 

（退職手当の額） 

第３条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第149号議案　福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 1



第４２号議案 

   福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 

 福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和８年  月  日提出 

      福井県知事 石田 嵩人 

福井県条例第   号 

福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

 （福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 福井県知事等の退職手当に関する条例（昭和４７年福井県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（退職手当の額） 

第３条 （略） 

 （知事等の退職手当の支給制限） 

第４条 知事は、退職した知事等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 ⑴ 知事が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４３条第１項の規定に

より失職したとき。 

 ⑵ 副知事が地方自治法第１６４条第２項の規定により失職したとき。 

⑶ 副知事がその在職期間中の行為に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第３条第２項に規定する一般職に属する職員であるとした場合に同法第

２９条第１項の規定により免職の処分を受けることとなる行為に相当する行

為（以下「懲戒免職相当行為」という。）があったことを理由として地方自

治法第１６３条ただし書の規定により解職されたとき。 

 ⑷ 常勤の監査委員が地方自治法第１８０条の５第７項、第１９８条の２第２

項または第２０１条の規定により失職したとき。 

２ 知事は、退職した知事等が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め議会の議決を経た場合に限り、当該退職手当の全部または一部を支給しない

こととする処分を行うことができる。ただし、前項の規定による処分が既に行

われた場合は、この限りでない。 

⑴ その在職期間中の行為に懲戒免職相当行為があったと知事が認定するとき

。 

⑵ 知事が地方自治法第８３条の規定により失職したとき。 

（退職手当の額） 

第３条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 副知事または常勤の監査委員が地方自治法第８７条第１項の規定により失

職したとき。 

 （退職手当の支払） 

第５条 前条第２項の議会の議決を経た場合であって、退職手当を支給するとき

は、議会の議決の日から起算して１月以内に支払われなければならない。 

 （退職手当の支払の差止め） 

第６条 退職した知事等の在職期間中の非違または懲戒免職相当行為（以下「非

違等」という。）が疑われる場合であって、当該非違等について知事または知

事から依頼を受けた者による調査が行われているときは、知事は、当該退職に

係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。 

２ 前項の規定により差し止めた退職手当は、前項の調査が終了したときから起

算して１月以内に支払われなければならない。 

 （退職した知事等の退職手当の返納） 

第７条 退職した知事等に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において

、当該退職の前に判明していたならば当該退職した知事等が第４条第１項各号

のいずれかに該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定し

たときは、知事は、当該退職した知事等に対し当該退職手当の全部または一部

の返納を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職した知事等に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当

該退職の前に判明していたならば当該退職した知事等が第４条第２項第１号に

該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定したときは、知

事は、あらかじめ議会の議決を経た場合に限り、当該退職した知事等に対し当

該退職手当の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

（退職手当の額の特例） 

第８条 知事は、特別の必要があると認めるときは、議会の承認を得て第３条の

規定により算出した退職手当の額を増減することができる。 

 （罰金以上の刑に処せられた場合の退職手当の支払の差止め等） 

第９条 福井県職員等の退職手当に関する条例第１３条から第１７条までの規定

は、退職した知事等が公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６章に掲

げる罪（第２３６条の２第２項、第２４０条、第２４２条、第２４４条、第２

４５条、第２５２条の２、第２５２条の３および第２５３条の罪を除く。）を

犯し罰金の刑に処せられた場合の当該退職手当の支払を差し止める処分等につ

いて準用する。この場合において、福井県職員等の退職手当に関する条例第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（退職手当の額の特例） 

第４条 知事は、特別の必要があると認めるときは、議会の承認を得て前条の規

定により算出した退職手当の額を増減することができる。 
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（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正）

第２条　福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

⑶ 副知事または常勤の監査委員が地方自治法第８７条第１項の規定により失

職したとき。 

 （退職手当の支払） 

第５条 前条第２項の議会の議決を経た場合であって、退職手当を支給するとき

は、議会の議決の日から起算して１月以内に支払われなければならない。 

 （退職手当の支払の差止め） 

第６条 退職した知事等の在職期間中の非違または懲戒免職相当行為（以下「非

違等」という。）が疑われる場合であって、当該非違等について知事または知

事から依頼を受けた者による調査が行われているときは、知事は、当該退職に

係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。 

２ 前項の規定により差し止めた退職手当は、前項の調査が終了したときから起

算して１月以内に支払われなければならない。 

 （退職した知事等の退職手当の返納） 

第７条 退職した知事等に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において

、当該退職の前に判明していたならば当該退職した知事等が第４条第１項各号

のいずれかに該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定し

たときは、知事は、当該退職した知事等に対し当該退職手当の全部または一部

の返納を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職した知事等に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当

該退職の前に判明していたならば当該退職した知事等が第４条第２項第１号に

該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定したときは、知

事は、あらかじめ議会の議決を経た場合に限り、当該退職した知事等に対し当

該退職手当の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

（退職手当の額の特例） 

第８条 知事は、特別の必要があると認めるときは、議会の承認を得て第３条の

規定により算出した退職手当の額を増減することができる。 

 （罰金以上の刑に処せられた場合の退職手当の支払の差止め等） 

第９条 福井県職員等の退職手当に関する条例第１３条から第１７条までの規定

は、退職した知事等が公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６章に掲

げる罪（第２３６条の２第２項、第２４０条、第２４２条、第２４４条、第２

４５条、第２５２条の２、第２５２条の３および第２５３条の罪を除く。）を

犯し罰金の刑に処せられた場合の当該退職手当の支払を差し止める処分等につ

いて準用する。この場合において、福井県職員等の退職手当に関する条例第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（退職手当の額の特例） 

第４条 知事は、特別の必要があると認めるときは、議会の承認を得て前条の規

定により算出した退職手当の額を増減することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

３条第１項第１号および同条第５項第２号、第１４条第１項第１号、第１５条

第１項第１号ならびに第１７条第４項中「拘禁刑」とあるのは、「罰金」と読

み替えるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別

に定めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の

例による。 

 

 

 

（その他） 

第５条 前３条に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別に定

めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例に

よる。 
  

（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第２条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（退職手当） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ この条例の規定による退職手当は、教育長が退職（その者が退職の日または

その翌日に再び教育長となった場合を含む。以下同じ。）した場合に、その者

（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

 （退職手当の支給制限） 

第４条の２ 知事は、退職した教育長が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

⑴ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「地方教育行政法」という。）第９条第１項の規定により失職したとき

。 

⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５第７項の規定によ

り失職したとき。 

２ 知事は、退職した教育長が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め議会の議決を経た場合に限り、当該退職手当の全部または一部を支給しない

こととする処分を行うことができる。ただし、前項の規定による処分が既に行

われた場合は、この限りでない。 

⑴ その在職期間中の行為に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３

条第２項に規定する一般職に属する職員であるとした場合に同法第２９条第

１項の規定により免職の処分を受けることとなる行為に相当する行為（以下

（退職手当） 

第４条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３条第１項第１号および同条第５項第２号、第１４条第１項第１号、第１５条

第１項第１号ならびに第１７条第４項中「拘禁刑」とあるのは、「罰金」と読

み替えるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別

に定めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の

例による。 

 

 

 

（その他） 

第５条 前３条に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別に定

めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例に

よる。 
  

（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第２条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（退職手当） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ この条例の規定による退職手当は、教育長が退職（その者が退職の日または

その翌日に再び教育長となった場合を含む。以下同じ。）した場合に、その者

（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

 （退職手当の支給制限） 

第４条の２ 知事は、退職した教育長が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

⑴ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「地方教育行政法」という。）第９条第１項の規定により失職したとき

。 

⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５第７項の規定によ

り失職したとき。 

２ 知事は、退職した教育長が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め議会の議決を経た場合に限り、当該退職手当の全部または一部を支給しない

こととする処分を行うことができる。ただし、前項の規定による処分が既に行

われた場合は、この限りでない。 

⑴ その在職期間中の行為に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３

条第２項に規定する一般職に属する職員であるとした場合に同法第２９条第

１項の規定により免職の処分を受けることとなる行為に相当する行為（以下

（退職手当） 

第４条 （略） 

２ （略） 
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３条第１項第１号および同条第５項第２号、第１４条第１項第１号、第１５条

第１項第１号ならびに第１７条第４項中「拘禁刑」とあるのは、「罰金」と読

み替えるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別

に定めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の

例による。 

 

 

 

（その他） 

第５条 前３条に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別に定

めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例に

よる。 
  

（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第２条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（退職手当） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ この条例の規定による退職手当は、教育長が退職（その者が退職の日または

その翌日に再び教育長となった場合を含む。以下同じ。）した場合に、その者

（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

 （退職手当の支給制限） 

第４条の２ 知事は、退職した教育長が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

⑴ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「地方教育行政法」という。）第９条第１項の規定により失職したとき

。 

⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５第７項の規定によ

り失職したとき。 

２ 知事は、退職した教育長が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め議会の議決を経た場合に限り、当該退職手当の全部または一部を支給しない

こととする処分を行うことができる。ただし、前項の規定による処分が既に行

われた場合は、この限りでない。 

⑴ その在職期間中の行為に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３

条第２項に規定する一般職に属する職員であるとした場合に同法第２９条第

１項の規定により免職の処分を受けることとなる行為に相当する行為（以下

（退職手当） 

第４条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「懲戒免職相当行為」という。）があったと知事が認定するとき。 

 ⑵ 地方教育行政法第７条第１項の規定により罷免されたとき。 

 ⑶ 地方教育行政法第８条第２項において準用する地方自治法第８７条第１項

の規定により失職したとき。 

 （退職手当の支払） 

第４条の３ 前条第２項の議会の議決を経た場合であって、退職手当を支給する

ときは、議会の議決の日から起算して１月以内に支払われなければならない。 

（退職手当の支払の差止め） 

第４条の４ 退職した教育長の在職期間中の非違または懲戒免職相当行為（以下

「非違等」という。）が疑われる場合であって、当該非違等について知事また

は知事から依頼を受けた者による調査が行われているときは、知事は、当該退

職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。 

２ 前項の規定により差し止めた退職手当は、前項の調査が終了したときから起

算して１月以内に支払われなければならない。 

（退職した教育長の退職手当の返納） 

第４条の５ 退職した教育長に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後にお

いて、当該退職の前に判明していたならば当該退職した教育長が第４条の２第

１項各号のいずれかに該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事

が認定したときは、知事は、当該退職した教育長に対し、当該退職手当の全部

または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職した教育長に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当

該退職の前に判明していたならば当該退職した教育長が第４条の２第２項第１

号に該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定したときは

、知事は、あらかじめ議会の議決を経た場合に限り、当該退職した教育長に対

し当該退職手当の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 （罰金以上の刑に処せられた場合の退職手当の支払の差止め等） 

第４条の６ 福井県職員等の退職手当に関する条例（昭和２９年福井県条例第２

５号）第１３条から第１７条までの規定は、退職した教育長が公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第１６章に掲げる罪（第２３６条の２第２項、第２

４０条、第２４２条、第２４４条、第２４５条、第２５２条の２、第２５２条

の３および第２５３条の罪を除く。）を犯し罰金の刑に処せられた場合の当該

退職手当の支払を差し止める処分等について準用する。この場合において、福

井県職員等の退職手当に関する条例第１３条第１項第１号および同条第５項第
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附 則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日前に支給された退職手当の返納については、第１条の規定による改正後の福井県知事等の退職手当に関する条例第

７条または第２条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第４条の５の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

「懲戒免職相当行為」という。）があったと知事が認定するとき。 

 ⑵ 地方教育行政法第７条第１項の規定により罷免されたとき。 

 ⑶ 地方教育行政法第８条第２項において準用する地方自治法第８７条第１項

の規定により失職したとき。 

 （退職手当の支払） 

第４条の３ 前条第２項の議会の議決を経た場合であって、退職手当を支給する

ときは、議会の議決の日から起算して１月以内に支払われなければならない。 

（退職手当の支払の差止め） 

第４条の４ 退職した教育長の在職期間中の非違または懲戒免職相当行為（以下

「非違等」という。）が疑われる場合であって、当該非違等について知事また

は知事から依頼を受けた者による調査が行われているときは、知事は、当該退

職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。 

２ 前項の規定により差し止めた退職手当は、前項の調査が終了したときから起

算して１月以内に支払われなければならない。 

（退職した教育長の退職手当の返納） 

第４条の５ 退職した教育長に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後にお

いて、当該退職の前に判明していたならば当該退職した教育長が第４条の２第

１項各号のいずれかに該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事

が認定したときは、知事は、当該退職した教育長に対し、当該退職手当の全部

または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職した教育長に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当

該退職の前に判明していたならば当該退職した教育長が第４条の２第２項第１

号に該当したであろう在職期間中の行為があったことを知事が認定したときは

、知事は、あらかじめ議会の議決を経た場合に限り、当該退職した教育長に対

し当該退職手当の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 （罰金以上の刑に処せられた場合の退職手当の支払の差止め等） 

第４条の６ 福井県職員等の退職手当に関する条例（昭和２９年福井県条例第２

５号）第１３条から第１７条までの規定は、退職した教育長が公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第１６章に掲げる罪（第２３６条の２第２項、第２

４０条、第２４２条、第２４４条、第２４５条、第２５２条の２、第２５２条

の３および第２５３条の罪を除く。）を犯し罰金の刑に処せられた場合の当該

退職手当の支払を差し止める処分等について準用する。この場合において、福

井県職員等の退職手当に関する条例第１３条第１項第１号および同条第５項第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号、第１４条第１項第１号、第１５条第１項第１号ならびに第１７条第４項

中「拘禁刑」とあるのは、「罰金」と読み替えるものとする。 

 （旅費） 

第５条 （略） 

 

 

（旅費） 

第５条 （略） 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に支給された退職手当の返納については、第１条の規定による改正後の福井県知事等の退職手当に関する条例第７条または第２条の規定に

よる改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第４条の５の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

提案理由 

知事等の特別職の退職手当制度に対する県民の信頼を確保するため、所要の規定を整備したいので、この案を提出する。 
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提 案 理 由

知事等の特別職の退職手当制度に対する県民の信頼を確保するため、所要の改正を行いたいので、この案を提出する。

第149号議案　福井県知事等の退職手当に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 6




